
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今
月
は
、
秋
を
感
じ
ら
れ
る
と
て
も

ス
テ
キ
な
カ
レ
ン
ダ
ー
で
す
！ 

 

ど
ち
ら
も
、
お
月
見
が
モ
チ
ー
フ
に

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
、
お
月

さ
ま
と
お
餅
を
か
こ
ん
で
、
生
き
も
の

た
ち
が
仲
良
く
並
ん
で
い
ま
す
。 

あ
お
ぞ
ら
学
級
と
ひ
ま
わ
り
学
級
の

み
ん
な
も
、
秋
の
さ
わ
や
か
な
季
節
を

感
じ
な
が
ら
、
み
ん
な
で
心
地
い
い
学

校
生
活
を
過
ご
し
て
く
だ
さ
い
ね
！ 

 

＊10 月からの開始事業です＊ 

㋐「中学生のためのバッチリスタディ教室」 

（1.2 年生：毎週水曜日/3 年生：火、木曜日 18:30～20:00） 

㋑「小学生のためのキッズダンス教室」毎週水曜日 17:30～18:30  

㋒「多様な文化に親しむライフアップ  体験講座（３教室）」 

（ハングル教室＆英会話教室：毎月第２.第４月曜日 19:00～20:00  

（健康ヨガ教室：毎月第２.第４木曜日 14:00～15:00） 

㋓「隣保館各種教室(各 4 教室)」 

（健康づくり体操教室：毎週火曜日・金曜日 10:00～11:00） 

（舞踊教室ひまわり：毎週火曜日 19:00～20:00） 

（手話教室どんぐり：毎週水曜日 19:00～20:00） 

（和太鼓教室あッぱれ太鼓：毎月第 1.第 3月曜日  19:15～20:15） 

㋔「高齢者地域ふれあい交流事業」毎月第 2.第 4 水曜日 10:00～14:30） 
 

＊その他の事業につきましては随時ご案内していきます。（裏面の予定表でご確認ください） 

 

 

 
～第５回豊郷町人権学習講座のお知らせ～ 
★日  時：１０月２８日（木）１８:３０～２０:００ 

★会  場：豊郷町隣保館 /★テーマ：『性の多様性について考えましょう』 

                       ～身体的な性と心の性、違和感はないですか？～ 

★講 師：竹花 惇さん (京都府立高等学校教員) 

 ＝申込案内チラシは１０月１４日に発送いたします＝ 

   

 

「新型コロナウイルス感染症拡大防止」のため、滋賀県に出されていた「緊急事態宣言」が 9

月末で解除される見通しです。まだ、現時点でははっきり解除ということは決定していませんが、

正式決定が出された後、１０月から各種教室や講座などの隣保館事業を再開していきます。 

依然として、新型コロナウイルスの収束の目途が立たないなか、これから冬を迎えるにあたり

第６波の可能性も十分考えられます。何よりもみなさまの安全面を最重要課題と考えていますの

で、今まで以上に三密（密集・密閉・密接）を避ける対策へのご理解ご協力をお願いいたします。 

また、みなさまが笑顔で隣保館へお越しくださることを職員一同、お待ちしています！ 

部落差別の解消の推進に関する 

法律（部落差別解消推進法） 

＝2016 年 12 月公布・施行＝ 

（目的：抜粋） 

第1条 この法律は、現在もなお 

部落差別が存在するとともに、情報

化の進展に伴って部落差別に関する

状況の変化が生じていることを踏ま

え、部落差別は許されないものであ

るとの認識の下にこれを解消するこ

とが重要な課題であることに鑑み、

部落差別の解消に関し、基本理念を

定め、並びに国及び地方公共団体の

責務を明らかにするとともに、相談

体制の充実等について定めることに

より、部落差別の解消を推進し、も

って部落差別のない社会を実現する

ことを目的とする。 

 

国及び行政は、①部落差別に 

関する「相談体制の充実」。 

②「教育及び啓発の推進」。③「部落

差別の実態調査」を行うよう努める。 

本
町
で
も
上
記
の
よ
う
に
、
部
落
差
別
・
障
害
者

差
別
・
特
定
の
民
族
に
対
す
る
差
別
を
解
消
す
る

「
人
権
３
法
差
別
解
消
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
を
作
成

し
、
差
別
解
消
に
向
け
た
取
組
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

今
回
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
中
か
ら
、
「
部
落
差
別

解
消
推
進
法
」
の
部
分
を
抜
粋
し
て
掲
載
し
ま
す
。 

（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
入
用
の
方
は 

隣
保
館
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
） 

  

・部落差別の存在を初めて認知した法律 

・部落差別の解決を初めて明記した法律 

・法律名に「部落差別」という言葉を引用 

・差別がある限り適用されるという理念法 

 
ここが重要！ 
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